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 富山県教育委員会事務局の職員等の勤務時間に関する規程の一部を改正する訓令

を次のように定め、公表する。 

  平成27年７月13日 

                  富山県教育委員会           

                     教 育 長 渋  谷  克  人  

富山県教育委員会訓令第７号 

                           教育委員会事務局  

                           学校以外の教育機関  

   富山県教育委員会事務局の職員等の勤務時間に関する規程の一部を改 

   正する訓令 

 富山県教育委員会事務局の職員等の勤務時間に関する規程（昭和37年富山県教育 

委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合の職員の勤務時間は、別に定 

 める。 

 第３条中「前条」を「前条第１項」に改める。 

   附 則 

 この訓令は、公表の日から施行する。 

                           （教・教育企画課）  
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